
入 札 説 明 書 

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(1) 業務名 

長崎県SDGsポータルサイト改修業務委託 

(2) 仕様 

別添「業務委託仕様書」、「改修仕様書」、「改修仕様書（図）」のとおり 

(3) 履行期間 

契約締結日から令和6年7月19日まで 

(4) 履行場所 

長崎県企画部政策企画課 

 

２ 予定表 

告示日・公告日  4月23日   

資格審査 
申請期間 4月23日 ～4月 30日 （17：00） 

結果通知期限 5月8日   

質問 
提出期間 4月23日 ～4月 26日 （17：00） 

回答期限 5月7日   

入札保証金納付申出書の提出期限 5月9日  （17：00） 

入札保証金免除申請書の提出期限 5月9日  （17：00） 

入札保証金の納付期限 5月13日  （17：00） 

入札の日時 5月14日  （10：00） 

 

３ 質問書の提出について 

当該入札の仕様書に関する質問については、下記期日までに「質問書（別紙1）」により書面にて提出する

こと。提出は郵送・持参・FAX等によること。なお、郵送・ＦＡＸによる場合は、必ず到着・着信の確認を行

うこと。 

〔提出場所〕長崎県 企画部 政策企画課 未来戦略企画担当  ＦＡＸ：095－895－2540 

〔提出期限〕令和6年4月26日 17時00分 

※回答については令和6年5月7日までに書面（ＦＡＸ）にて回答します。全参加者に関する事項は、 

長崎県ホームページ上＜https://www.pref.nagasaki.jp/object/nyusatsu-chotatsujoho/gyomuitaku/＞ 

にも掲載します。 

 

４ 入札保証金 

 (1) 見積もった契約希望金額の 100分の５以上の金額を令和 6年 5月 13日までに納付すること（落札者とな

らなかった場合は、入札終了後に口座振替にて還付する）。 

 (2) 次のいずれかに該当する場合は、入札保証金を免除する。 

  ○保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 

  ○開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法

（平成11 年法律第103 号）第２条第１項に規定する独立行政法人、国立大学法人法（平成 15 年法律第

112 号）第２条第１項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法（平成 15 年法律第118 号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を２

回以上締結し、その内容を証明するもの（２件以上）を提出したとき。 

なお、契約を証明するものとは、令和４年４月１日から開札の前日までに締結した契約書の写し又は発注

者の履行証明書（別紙５）等とする。 

また、「同規模」の判断は見積もった契約希望金額に応じて次の区分で提出すること。 

(a) 3,000万円以上 

(b) 3,000万円未満1,000万円以上 

(c) 1,000万円未満 



 (3) 納付の方法 

  ○「入札保証金納付申出書（別紙２）」を令和 6年5月9日17時00分までに提出すること（持参又は郵送）。 

  ○申出書を受け取り次第、納付書を送付するので、長崎県の公金取扱銀行において納付すること。 

  ○金融機関において納付する場合は、納付を確認するため、「入札保証金納付届出書（別紙３）」に金融機関

による領収済みの印鑑が押印されている箇所の写しを添えて、令和 6年 5月 13日 17時 00分までに提出

すること（持参、郵送又はＦＡＸ）。 

 (4) 注意事項 

  ○納付書で金融機関において納付する以外に現金で納付することはできません。 

  ○入札保証保険契約締結の際は、業務名を記載するなど入札保証保険証書から当該業務が保証対象であるこ

とがわかるようにすること。なお、入札保証保険期間の終期は、入札の日から起算して５日（県の休日除

く）とすること。 

  ○入札保証金の計算については、消費税及び地方消費税を含んだ額の５パーセント以上となる。例えば、

1,000,000 円で入札する場合、消費税及び地方消費税を含むと 1,100,000 円となるため、入札保証金は

50,000円以上ではなく 55,000円以上となるので注意すること。入札保証金が 50,000円の場合は、909,091

円までしか入札できず、1,000,000円の入札は無効となる。 

  ○入札保証金の免除手続き書類は、令和 6年5月9日17時00分までに「入札保証金免除申請書（別紙４）」

を提出すること（持参又は郵送）。 

  ○契約実績を提出して入札保証金を免除された場合、その金額に応じた区分を超える区分の金額を入札金額

とすることはできない。 

 

５ 契約保証金 

 (1) 契約保証金等は、契約書と同時に提出すること。 

 (2) 契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 

  ○保険会社との間に長崎県知事を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 

◯開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法

（平成11 年法律第103 号）第２条第１項に規定する独立行政法人、国立大学法人法（平成 15 年法律第

112 号）第２条第１項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法（平成 15 年法律第118 号）第２

条第１項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履

行完了の実績が２件以上あり、その履行を証明するもの（２件以上）を提出したとき。 

 なお、契約を証明するものとは、令和４年４月１日から開札の前日までに締結した契約書の写し又は発

注者の履行証明書（別紙５）等とする。 

また、「同規模」の判断は見積もった契約希望金額に応じて次の区分で提出すること。 

(a) 3,000万円以上 

(b) 3,000万円未満 1,000万円以上 

(c) 1,000万円未満 

 

６ 契約書の作成等 

 (1) 落札通知を受けた日から５日（県の休日除く）以内に契約締結ができるよう手続きを行い、契約書を提出

すること。 

 (2) その他入札及び契約に関する事項については、長崎県財務規則の定めるところによるものであること。 


